
対象 頁 該当部分 修正案 理由・質問

1

別添１　要件定
義書

3 1 1 1 (1)電子決裁業務
本システムにおいて取り扱う決裁には、支出負担行為、支出決定、支出負担行為
即支出決定、債権調査確認及び歳入調査決定、収納後の調査決定等の官庁会計
システムで処理する業務に係る決裁及びこれらの決裁の前段として必要となる決裁
（以下「前段決裁」という。）がある。

本システムにて取り扱う決裁の種類は複数あるが、いずれも
決議書や関連資料の種類が異なるだけで本システムで入力
する情報は共通という認識で相違ないか。
電子決済業務では案件名や伺い文、備考、決裁確認期限等
の入力が発生する理解。

決裁の種類ごとに申請書を用意する必要があるのか、1
申請書で複数決裁を取り扱う想定で問題ないのか判断
したいため。
表 6 決裁ルートに係るルール（例示）より、決裁の種類
によって決裁ルートが異なることは認識している。

無
本業務の実施に参考となる資料等については、別途閲覧の機会を設けておりま
すので、そちらでご確認ください。

2

別添１　要件定
義書

3 1 1 1 ① 上記の官庁会計システムで処理する業務に係る決裁及び官庁会計システムの
外部システムで同様の業務を行っているものについては、当該業務に係る決裁を
電子的に実施し、決裁文書の電子ファイルを管理する。
なお、回覧ルート上の起案者や承認者に対しては、決裁承認依頼・決裁完了等を
メールにて通知する。

決裁情報と決裁書、会計書類は同時に連携されるのか。 同時に連携されなかった場合に、ファイルを保管しておく
場所と決裁情報を紐づける手段を検討する必要がある
ため。

無 項番１と同様

3

別添１　要件定
義書

4 1 1 1 (2) 計算証明書類管理業務
①本システムに保存された添付書類のうち、会計検査院に提出するための証拠書
類等について抽出する

会計検査院に提出するための申請を計算証明書類管理業務
で行うために、電子決済業務で添付した証拠書類を計算証明
書類管理業務の申請書で呼び出して添付をしたいという業務
要件の理解で相違ないか。
上記の理解で相違がない場合、システム上で「電子決裁業
務」の申請書に添付された添付ファイルを「計算証明書類管理
業務」の申請で流用できる要件は必須の要件かどうかを確認
したい。

決裁文書に添付された書類を別の申請で呼び出すこと
はできないため、標準機能では計算証明書類にも同一
の書類を添付する場合は再度アップロードいただく必要
がある。

無 項番１と同様

4

別添１　要件定
義書

5 1 1 1 (2) 計算証明書類管理業務
④本システムに保存された証拠書類等は、会計検査院の電子証拠書類等管理シ
ステムからメタデータを基に検索条件を設定して、参照及び取得を可能とする

会計検査院の方は職員認証サービス(GIMA)や官庁会計シス
テム（ADAMS）に登録されるようなユーザーなのか。
「取得」というのは会計検査院からのリクエストに応じて、
本システム→計算証明書類送信システム→電子証拠書類等
管理システム
へ証拠書類等をシステム間連携するイメージか。

本システムにユーザー登録される対象でないとシステム
利用できないため。
「取得」についてイメージをすり合わせたいため。

無 項番１と同様

5

別添１　要件定
義書

5 1 1 1 (3) 行政文書管理業務
③ 電子決裁システム（ＥＡＳＹ）において登録された行政文書ファイルの廃棄・移管
の状況を受領し、廃棄状態になった本システムに保存されている行政文書の廃棄
を行い、廃棄日等の情報を本システムから電子決裁システム（ＥＡＳＹ）に連携す
る。また、移管とされた行政文書について、独立行政法人国立公文書館に移管す
る。

「移管とされた行政文書について、独立行政法人国立公文書
館に移管する。」と記載があるが、システムとしては移管された
という情報を行政文書の情報として登録する必要があるか。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

6

別添１　要件定
義書

5 1 1 1 (3) 行政文書管理業務
③ 電子決裁システム（ＥＡＳＹ）において登録された行政文書ファイルの廃棄・移管
の状況を受領し、廃棄状態になった本システムに保存されている行政文書の廃棄
を行い、廃棄日等の情報を本システムから電子決裁システム（ＥＡＳＹ）に連携す
る。また、移管とされた行政文書について、独立行政法人国立公文書館に移管す
る。

廃棄の情報を本システムが受領した際に、本システム上に登
録されているファイルの削除が要件と理解しているが、本要件
は必須の要件かどうかを確認したい。

受領したステータスを基に登録済みのファイルを削除す
ることは標準機能では難しいため。

無
調達仕様書及び要件定義書に記載の内容は、可能な限りなどの条件が記載さ
れていなければ、必須要件となります。

7

別添１　要件定
義書

6 1 1 2 図2 電子決裁業務に係る業務フロー
①-1起案登録
①-2決裁案件作成

官庁会計システム・その他外部システムで起票登録する方と
本システムで決裁案件を作成する方は必ず同一人物となる
か。
別のユーザーが決裁案件を作成する想定はあるか。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

8
別添１　要件定
義書

10 1 2 3 １．２．３ 処理件数
本システムで想定している処理件数は、17,500,000 件である。

想定している処理件数は、17,500,000 件と記載があるが1時
間当たりのピークの申請件数を伺いたい。

見積工数を精微化させるため。
無 項番１と同様

9

別添１　要件定
義書

12 2 1 2 ２．１．２ 機能に関する留意事項
(1) 利用者認証に係る機能については、職員認証サービスと連携しその機能を利用
すること。ただし、本システムは、国庫大臣、所管大臣及び国の会計機関職員が利
用するだけではなく、会計法第 48 条の規定により、法定受託事務として委任され
た都道府県の知事又はその職員も利用するため、都道府県利用者の認証につい
ては、独自の利用者の認証機能（ＩＤ・パスワード認証）により実現すること。

職員認証サービスの詳細な仕様を伺いたい。
また「都道府県利用者の認証については、独自の利用者の認
証機能（ＩＤ・パスワード認証）により実現すること。」という記載
もあるが、独自の利用者の認証機能の詳細な仕様を伺いた
い。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

10

別添１　要件定
義書

16 2 6 2 表 8 ＡＰＩ方式
電子決裁の起案に必要なマスタ情報を受領する

本システムへのマスタ連携をする際に、本システムが取り込め
る形にマスタ連携のファイルのフォーマットを作成する必要が
ある。コードやフォーマットの変換については貴省が実施する
か、弊社が実施するかの作業分担を確認したい。

見積工数を精微化させるため。

無 本調達における受注者にて実施いただく想定です。

11
別添１　要件定
義書

19 3 1 1 決議書や添付資料等のプレビュー表示を複数同時に可能とすることにより決議書と
添付資料等の内容の整合性を画面で確認できること

添付資料を複数同時にプレビュー表示する機能について必須
の要件かどうかの要望度を伺いたい。

添付資料のプレビュー表示は可能だが、複数同時に表
示することは標準機能では現状できないため。 無 項番６と同様

12

別添１　要件定
義書

23-24 3 2 3 ３．２．３ 開発方式
(3) 本システムの業務機能開発については、効率的な開発を実施するために、パッ
ケージソフトウェアを活用しても差し支えない。パッケージソフトウェアの要件は
以下のとおりである。
③ 本システムの規模に鑑み、年間 17,500,000 件以上の決裁業務に係る処理実績
を有すること。
④ 開発するアプリケーションプログラムの動作、性能等に支障を来たさない範囲に
おいて、可能な限りオープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）製品（ソースコードが無償で
公開され、改良や再配布を行うことが誰に対しても許可されているソフトウェア製
品）の活用を図る。ただし、それらのＯＳＳ製品のサポートが確実に継続されている
ことを確認すること

③④の要件は必須の要件か伺いたい。 ③年間 17,500,000 件以上の処理実績はないため
④Ci*X Workflowではプラグイン方式を採用しておりアド
オン開発が可能だが、Ci*X Workflowのアドオンは現状
では弊社または代理店のエンジニアが作成することを想
定しているため

無 項番６と同様

13
別添１　要件定
義書

24 3 2 4 ３．２．４ 機器等の設置方針
本システムの保守・運用管理に係る機器の設置場所については、運用拠点とする。

保守・運用の想定を伺いたい。貴省専任の保守のメンバーが
常駐する想定か。その場合の想定期間も伺いたい。

見積工数を精微化させるため。
無

保守・運用における体制等は調達仕様書「5 作業の実施体制・方法に関する事
項」に記載のとおりです。なお、想定期間に関しては、クラウドサービス移行後か
ら履行期間の全範囲となります。

14

別添１　要件定
義書

29 3 8 ３．８ 中立性に関する事項
(5) パッケージソフトウェアを利用する場合の要件を以下に示す。
① 特定ベンダーの技術に依存しない、オープンな技術又は業界標準技術によっ
て利用可能とすること。
② アドオン開発を可能とする開発環境を提供すること。
③ パッケージのカスタマイズが必要になった場合は、カスタマイズ部分の保守や
バージョンアップ時の動作を保証すること。
④ 利用者数や取り扱いデータ量については大規模な運用実績があるものである
こと。

「② アドオン開発を可能とする開発環境を提供すること。」とい
う要件について詳細を伺いたい。貴省、または貴省が依頼し
た弊社以外のベンダーがアドオンプログラムを開発するため
の環境を提供してほしい、という認識であっているか。またそ
の場合に必須の要件となるかも併せて伺いたい。

プラグインとしてアドオンを作成することが可能であり、
Ci*X Workflowではプラグイン方式を採用しているが、
Ci*X Workflowのアドオンは現状では弊社または代理店
のエンジニアが作成することを想定しているため。

無
ご認識のとおりとなります。なお、調達仕様書及び要件定義書に記載の内容は、
可能な限りなどの条件が記載されていなければ、必須要件となります。

15

別添１　要件定
義書

31 3 10 4 ３．１０．４ 権限の管理
(5) 管理者アカウントと日常的に使用するアカウントを分離し、管理者アカウントは
日常業務では使用しないようにすること。

「(5) 管理者アカウントと日常的に使用するアカウントを分離
し、管理者アカウントは日常業務では使用しないようにするこ
と。」という要件について、管理者アカウントを保持するユー
ザーは1人で2アカウントを保持するイメージか。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

16

別添１　要件定
義書

32 3 10 5 ３．１０．５ ログの取得・管理
(4) 取得したログを定期的に点検及び分析する機能を設けること。

「(4) 取得したログを定期的に点検及び分析する機能を設ける
こと。」という要件は必須の要件か伺いたい。
また定期的に点検および分析するユーザーの想定、どのよう
な観点での点検及び分析を伺いたいのか詳細なイメージを伺
いたい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無
調達仕様書及び要件定義書に記載の内容のため、必須要件となります。また、
本業務の実施に参考となる資料等については、別途閲覧の機会を設けておりま
すので、そちらでご確認ください。

17

別添１　要件定
義書

44 3 14 ３．１４ 移行に関する事項 既存システムからのデータ移行を想定していると認識している
が、現時点で想定している移行対象データを伺いたい。

見積工数を精微化させるため。

無

本業務の実施に参考となる資料等については、別途閲覧の機会を設けておりま
すので、そちらでご確認ください。
なお、本システムにおける主な情報のエンティティを「別紙５．会計業務電子決裁
基盤・証拠書類管理システムの情報・データ一覧」に記載しておりますので併せて
ご確認ください。

18

別添１　要件定
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50 3 17 2 (3) データの収集
分類：利用者情報
取得情報：アクティブユーザ数
単位：府省・都道府県別の会計ごと

アクティブユーザ数の取得の要件について、アクティブユー
ザーの定義について伺いたい。アクティブユーザーの定義は、
システム上で申請を行ったユーザー、承認を行ったユー
ザー、という定義で認識相違ないか。
また、「府省・都道府県別の会計ごと」の出力は必須の要件
か。出力したデータを貴省に加工していただき「府省・都道府
県別の会計ごと」にデータ抽出をしていただく、等の運用は容
認可能か。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番16と同様

19
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51 3 17 2 (3) データの収集
分類：利用者情報
取得情報：同時間帯の利用者数
単位：府省・都道府県別の会計ごと
取得サイクル：分

同時間帯の利用者数については貴省より依頼があった際に
分ベースの同時間帯の利用者数を知りたいという要件の理解
でよいか。また、取得サイクルは「分」の要件が必須か、例え
ば1時間当たりの利用者数では問題があるか。また、「府省・
都道府県別の会計ごと」の単位についても必須の要件か伺い
たい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番16と同様

20

別添１　要件定
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51 3 17 2 (3) データの収集
分類：業務データ
取得情報：決裁文書の添付ファイルデータ容量
単位：府省・都道府県別の会計ごと

添付ファイル全体ではなく「決裁文書の添付ファイル」として添
付ファイルの種類を絞ってファイルデータ容量を知りたいとい
う理解でよいか。また、添付ファイルの種類関係なく添付ファイ
ル全体の容量では問題があるかを確認したい。
併せて「府省・都道府県別の会計ごと」の単位についても必須
の要件か伺いたい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番16と同様

21

別添１　要件定
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51 3 17 2 (3) データの収集
分類：業務データ
取得情報：業務エラー件数（エラーコードごと）
単位：府省・都道府県別の会計ごと

業務エラー件数の収集の要件について、業務エラーのイメー
ジを伺いたい。例として必須項目を未入力状態で申請をしてエ
ラーが発生した、等のイメージか。
また、本要件は必須の要件か伺いたい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

22

別添１　要件定
義書

51 3 17 2 (3) データの収集
分類：帳票出力処理情報
取得情報：各帳票の出力回数
単位：府省・都道府県別の会計ごと

各帳票の出力回数の収集の要件について、帳票の出力のイ
メージを伺いたい。どういう操作を帳票出力の1回とカウントす
るのかのイメージを知りたい。
また、本要件は必須の要件か伺いたい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

23

別添１　要件定
義書

53 3 18 1 ３．１８．１ 保守性に関する前提条件
(5) 会計事務上不要となった情報は、データベースから削除できる仕組みとするこ
と。

「(5) 会計事務上不要となった情報は、データベースから削除
できる仕組みとすること。」という要件は必須の要件か伺いた
い。

本システムでは稼働後にデータベース上のデータを削除
することを想定したシステムではないため 無

項番６と同様
なお、行政文書には保存期間が定められており、保存期間満了後は廃棄しなけ
ればならないとされております。

24

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

1 1 1 1 【詳細要件③：オンライン処理】
・設定完了後、権限が設定された者にメール通知を行う。

職員認証サービス(GIMA)や官庁会計システム（ADAMS）から
自動連携されて会計機関権限が登録されたユーザーについ
ても権限が設定された旨を連絡して問題ないか。

標準で通知機能をご用意しているが、IFにより自動登録
されたユーザーも通知対象に含まれるため、標準機能が
FITするのか確認したい。

無
連絡して差し支えないものと考えますが、詳細については契約締結後に調整させ
ていただきます。

25

別添１　要件定
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　別紙１　機能
一覧

4 2 1 1 【詳細要件①：オンライン処理】
・画面より必要な情報（案件名や伺い文、備考、決裁確認期限等）を入力
　※付記事項は入力処理の簡素化を目途として、事例登録/事例呼出を可能とす
る。
　※登録された事例は自身で利用できるほか、同担当内などでも利用できる仕組み
とする。

ユーザー自身で事例登録して他者にも共有する機能につい
て、自身で登録できる点に対する要望度を伺いたい。
また、事例については全ユーザーに共有されるのではなく限ら
れた範囲内での共有を希望するか。

ご要望を実現できるアイテムはご用意しているが、事例
の登録は管理者に限定されるため。

無 項番１と同様

26

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

4 2 1 1 【詳細要件①：オンライン処理】
・登録し起案完了（起案が完了するとワークフローが開始される）
　※起案途中であれば、起案者を変更することを可能とする。

起案途中で起案者を変更するケースはどれくらいあるのか。
また、本要件は必須の要件か伺いたい。

代理申請や代理承認は可能だが、申請者自体の付け替
えはできないため。

無
本要件は、人事異動に伴う担当者変更等の発生を想定した機能であり、変更頻
度の多寡にかかわらず、必須事項として求めるものとなります。

27

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

4 2 1 1 電子決裁基盤において複数の起案情報をまとめて起案を行う機能。
【機能詳細：オンライン処理】
基本機能は「起案」と同様となる。
・トップ画面等の案件一覧からまとめて起案を行う案件を選択する。
　※他システムからの連携情報に「まとめ決裁案件ID」が存在する場合、電子決裁
基盤の起案画面においても「まとめ決裁案件ID」を表示し、複数の連携済みの起案
情報を選択して起案することが出来る。
　※別々のシステムからそれぞれ起案連携された起案情報についても、電子決裁
基盤においてまとめて起案が行えるようにする。
・まとめて起案でメール送付される決裁承認依頼・決裁完了の通知は、1件にまとめ
て送付すること。

本要件は必須の要件か伺いたい。 別々のシステムからそれぞれ起案連携された起案情報
をまとめて起案することが標準機能の範囲内では難しい
ため。

無 項番６と同様

28

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 1 【詳細要件：オンライン処理】
・修正や追加が必要な場合、決裁ルートに設定されている者にて修正や追加を可
能とする。
　※修正や追加を行った場合、起案者及び既承認者にも自動メール通知を行う。

修正や追加を行った場合の起案者及び既承認者に対する自
動メール通知機能は必須の要件か伺いたい。

承認者が修正や追加をすることは可能だが、起案者及
び既存承認者に自動メール通知することはできないた
め。 無 項番６と同様

29

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 1 【詳細要件：オンライン処理】
・一定期間承認行為が行われなかった場合、承認者に承認督促の自動メール通知
を行う。
　※一定期間(分)はマスタ情報として電子決裁基盤で管理を行い、初回督促までの
時間と2回目以降の督促の時間を設定可能とする。

本要件は必須の要件か伺いたい。 初回督促までの時間と2回目以降の督促の時間を設定
することはできないため。

無 項番６と同様

30

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 1 【詳細要件：オンライン処理】
・決裁案件の修正履歴をCSV形式で出力可能とする。

決裁案件の修正履歴は画面上から都度CSV出力することを
希望するか。
それともトランザクションとしてETLを介して外部にCSV出力す
る方針でも問題ないか。

修正履歴をCSV出力する機能はなく、参照画面から申請
書毎に確認いただく必要があるため。

無 項番１と同様

31

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 2 【詳細要件：オンライン処理】
・承認者は電子決裁基盤のトップ画面(処理対象の一覧表示画面)から承認待ちの
決裁案件を選択
　※申請同様に複数決裁を選択した一括差し戻しも可能とする。

一括差戻し機能は必須の要件か伺いたい。 一括承認機能はご用意しているが、差戻しは申請書単
位の操作になるため。

無 項番６と同様

「会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムのクラウド移行に係る設計等業務」に対する意見招請の結果について

項番
該当箇所 意見内容 修正

有無
回答

項目番号



32

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 2 【詳細要件：オンライン処理】
・登録し差戻し完了。差戻し先の利用者及び承認済みの承認者に対し自動メール
通知を行う。

差戻しを行った際に承認済みの承認者に対し自動メール通知
を行う機能は必須の要件か伺いたい。

差戻し先の利用者に自動メール通知を行うことは可能だ
が、承認済みの承認者に対して通知することはできない
ため。 無 項番６と同様

33

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 2 【詳細要件：オンライン処理】
・差戻し先において修正が終わり決裁を再開する場合、起案者から再開するのか、
差し戻しを行った承認者から再開するのか選択可能とする。

本システムでは起案者か承認済みの承認者に差戻すことが
可能。
ただし、決裁を再開する場合は差戻しを受けたユーザーから
の再開となる。
差戻しを行った承認者から決裁を再開することは必須の要件
か伺いたい。

差戻し(引戻し)を行った承認者から再開することはできな
いため。

無 項番６と同様

34

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

5 2 2 3 【詳細要件：オンライン処理】
・起案者は起案済みの決裁を検索し、引戻しを行う。
　※引戻しは、最終承認者が承認する前まで可能とする。

最終承認者が承認する前まで引戻し可能とする機能は必須
の要件か伺いたい。

引戻しができるのは申請後、最初の承認者が承認する
前までに限られるため。

無 項番６と同様

35

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

6 2 2 5 電子決裁基盤において承認者が不在等で承認出来ない場合、次の承認者が承認
を行い決裁を進める。(引上げ承認)

本システムに引上げ承認と一致する機能はないが、承認者が
不在等の理由で承認できない場合はシステム管理者が承認
者を付け替えたり代理承認者を設定することが可能。
システム管理者の操作でご要望の機能が代替可能なのか、
エンドユーザー自身で引上げの判断をしたいのか伺いたい。

本システムに引上げ承認と一致する機能はないため、代
替案がマッチするのか判断したい。

無 項番１と同様

36

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

6 2 3 1 【詳細要件①：オンライン処理】
・アップロード完了後、ポップアップ画面にて案件の関係者(決裁フローに含まれる
者)に対し再度承認依頼を行うか、アップロードを行った旨の
メール通知のみとするかを選択。
　⇒選択後はシステムにおいて自動で再決裁又は同報メール通知を行う。再決裁
の際は、決裁フローの選択は行わず、元決裁の決裁フローとす
る。

アップロード完了後に再度承認依頼を行うケースがどれくらい
あるのか。
最終承認後に添付した資料についても計算証明書類送信シ
ステムや電子証拠書類等管理システム（EVANSS）に連携する
ことはあるか。

最終承認後に資料を添付した場合、指定したユーザーに
対してアップロードを行った旨のメール通知をすることは
可能だが、ポップアップ画面の表示や自動で再決裁する
ことはできないため。 無

項番16と同様
なお、最終承認後における添付資料の連携に関しては、比較的高い頻度で実施
されています。

37

別添１　要件定
義書
　別紙１　機能
一覧

9 2 7 3 ADAMSから電子決裁の各画面を直接呼び出すことを可能とする。 本要件は必須の要件か伺いたい。 外部システムからCi*Xの画面を直接呼び出すことはでき
ないため。

無 項番６と同様

38

別添１　要件定
義書
　別紙３　帳票
一覧

1 1 帳票：決裁・供覧
用紙：A4縦
出力形式：PDF
説明：決裁案件の起案内容と決裁に関わる履歴を出力する。

1申請書に対する承認履歴を1PDFで出力するイメージか伺い
たい。帳票イメージがあればご共有願いたい。

本システムでの実現イメージを確認するため。

無 項番１と同様

39

別添１　要件定
義書
　別紙３　帳票
一覧

1 3 帳票：宛先一覧
出力形式：CSV
説明：お知らせ通知メールの宛先一覧を出力する。

本要件は必須の要件か伺いたい。 本システムに登録済みのメールアドレスを出力すること
は可能だが、各通知に対して送付されたアドレスを確認
する標準機能がないため。

無 項番６と同様

40

調達仕様書 41-42 8 1 1 ①
公益財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登
録機関によるＩＳＯ９００１又はＪＩＳ Ｑ ９００１及びＩＳＯ１４００１又はＪＩＳ Ｑ １４００１
の認定を有している、又は同等の認定を有している組織及び部門が、その品質及
び環境マネジメントシステムに基づき作業管理を行うこと。

以下の文言に変更をご検討いただけないか。

公益財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関によ
り認定された審査登録機関によるＩＳＯ９００１又はＪＩＳ Ｑ ９００
１及びＩＳＯ１４００１又はＪＩＳ Ｑ １４００１の認定を有している、
又は上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品
質マネジメントシステムを有している事業者であること（管理体
制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定
等を提示すること。）

弊社は一部部門にてISO9001を取得しているが、全社的
な取得は未済。
一方で、ISO9001およびCMMIに準拠した弊社標準開発
プロセスである「i*yes」を整備するなど、優れた製品・
サービスを提供するために、品質向上の取り組みを進め
ており、同等の品質管理手順及び体制は明確化されて
いるため、左記文言に変更いただくことによって、品質を
落とさずに全社横断で柔軟な体制組成が可能となるた
め。

(参考)i*yesとは
プロジェクトマネジメントおよびソフトウエアエンジニアリン
グを対象として、プロセスの整備・監査、および社内外の
事例（実際のプロジェクトで作成された成果物）の収集・
提供を実施。本プロセスは「CMMI」に準拠して整備され、
2011年にCMMIレベル3を達成。

有

当意見を踏まえ、以下のとおり修正いたします。

【修正(案)】
①　応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たす
こと。

 ・品質マネジメントシステムの規格である「ＪＩＳ Ｑ ９００１」又は「ＩＳＯ９００１」の認
定を、業務を遂行する組織が有していること。

 ・開発プロセスの成熟度に関する認定として、「ＣＭＭＩ―ＤＥＶ レベル3以上」の認
定又はこれと同等の品質管理手順及び体制を、業務を遂行する組織が有してい
ること。

41

調達仕様書 14 4 5 2 【４．５．２． 機器等の搬入及び据付等】
本番環境での作業については、財務省が準備する作業場所でのみ実施すること。
運用拠点（東京都千代田区の九段第三合同庁舎内）に関する受託者の要件を以下
に示す。

左記で定義される本番環境での作業についての定義を確認し
たい。
以下のような作業が本番環境での作業と定義づけられている
と認識して問題ないか。
・本番環境に対して弊社がアプリケーション上の設定をする
・本番環境を用いて教育資料等のスクリーンショットを撮影す
る

見積工数を精微化させるため。

無 項番１と同様

42

調達仕様書 19 4 10 1 【４．１０．１． 教育訓練計画・実施報告書の作成】
現在稼働中の本システムから大幅な変更が生じる場合は、財務省と協議の上で教
育訓練を実施すること。

貴省プロジェクトメンバーのキーユーザーだけではなく、エンド
ユーザー向けの教育訓練について弊社主体で実施する方針
かを伺いたい。

見積工数を精微化させるため。

無
調達仕様書「4.10.1.教育訓練計画・実施報告書の作成」は受注者への教育であ
り、利用者への教育は含まれておりません。

43

調達仕様書 19 4 10 2 【４．１０．２． 教材の作成】
また、本件特定役務の契約終了後に本システムの保守管理業務を行う供給者向け
の教育・研修に用いる学習テキストを作成し、電子データで提供すること。

弊社が作成する学習テキストについて参考資料があればご共
有願いたい。

見積工数を精微化させるため。

無 項番１と同様

44

調達仕様書 21 4 12 2 【４．１２．２． 保守（クラウドサービス等の利用開始から試行運用開始前まで）】
(3) クラウドサービス等の障害対応
ハードウェア及び回線等の障害検知時は、速やかに修復作業を行うこと。
なお、本番環境におけるログイン不具合やデータ消滅などの障害時の修復作業は 
24 時間 365 日の対応とし、その他の障害及び試験環境を対象とする障害時の修
復作業は原則平日日中帯に行うことを想定している。

「本番環境におけるログイン不具合やデータ消滅などの障害
時の修復作業は 24 時間 365 日の対応とし」と記載がある
が、「本番環境におけるログイン不具合やデータ消滅などの障
害時の修復作業については、可能な範囲で迅速に対応するベ
ストエフォート方式とする。」等の表現に変更いただけないか。

稼働に甚大な影響のある障害の際には可能な限り迅速
に対応させていただくが、24時間365日の対応はお約束
が難しいため。

無 記載のとおりとなりますので、変更はいたしません。

45

調達仕様書 24 4 12 3 【４．１２．３． 保守（クラウドサービス等の試行運用開始から提供終了まで）】
① 財務省が提供する規模要件、性能目標値等の見直し結果に基づき、リソースの
割当て等を見直し、必要に応じて性能対策を実施すること。また、クラウドサービス
の特性を利用して、閑散期はリソースを節約する又は処理能力の縮小を図る等して
経費削減を実施すること

本要件は必須の要件か伺いたい。 閑散期はリソースを節約する又は処理能力の縮小を図
る対応については現時点では実施をしていないため。

無 項番６と同様

46

調達仕様書 28 4 17 1 【表 5 成果物一覧（想定）】
8：詳細設計書
16：プログラム設計書

パッケージ製品の弊社規定により、パッケージシステムの基
本設計書および詳細設計書は提示不可となっているため、周
辺モジュール（ETLやアドオン設計書）に関する設計書を提示
する前提に修正を願いたい。
また、上記に伴い機能設計書と差異がないため、本記載の削
除を願いたい。

パッケージ製品の弊社規定によりパッケージシステムの
基本設計書および詳細設計書の提出が難しいため。

無
パッケージ製品のプログラム設計書については提出の対象外となります。つきま
しては、環境条件書をご提出ください。

47

調達仕様書 29 4 17 1 【表 5 成果物一覧（想定）】
17：コーディング規約

パッケージ製品の弊社規定により、製品標準部分のコーディ
ング規約は提示不可となっているため、アドオン(プラグイン)の
開発に関するガイドラインを提示する前提に修正を願いたい。

パッケージ製品の弊社規定により製品標準部分のコー
ディング規約の提出が難しいため。

無 項番46と同様

48

調達仕様書 29 4 17 1 【表 5 成果物一覧（想定）】
19：テスト計画書（単体テスト）
20：テスト仕様書（単体テスト）
21：工程別報告書（単体テスト）

パッケージ製品の導入を想定しているため、単体テストに関す
る成果物は対象外としていただきたい。

パッケージ製品の弊社規定により製品標準部分の単体
テスト関連の成果物の提出が難しいため。

無 項番46と同様

49

調達仕様書 30 4 17 2 【４．１７．２． 納入方法】
成果物は、財務省から特別に示す場合を除き、電磁的記録媒体で作成し、１部を納
品すること。

成果物の納入方法について、電磁的記録媒体での納品では
なく貴省指定のフォルダにアップロードする、等の物理媒体を
介さない方法への変更に検討いただけないか。

電磁的記録媒体での納品の場合、電磁的記録媒体への
書き込み等の工数が増加するため。

無 項番44と同様

50

調達仕様書 32 5 2 1 【５．２．１． 総括責任者】
(1) 情報処理業務の経験年数を 20 年以上有すること。
(2) 政府情報システムの開発、保守及び運用管理において、最大時 50 人以上のプ
ロジェクト管理経験を５年以上有すること
(3)プロジェクト・マネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェクトマネジメントプロ
フェッショナル（ＰＭＰ）試験又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われ
る情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者と同等の資格
を有すること。

以下の文言に変更をご検討いただけないか。

(1) 情報処理業務の経験年数を １0 年以上有すること。
(2) 使用する製品を用いた開発、保守及び運用管理におい
て、プロジェクト管理経験を５年以上有すること
(3)プロジェクト・マネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェク
トマネジメントプロフェッショナル（ＰＭＰ）試験又はプロジェクト
マネジメントプロフェッショナル試験(PMP)の合格者と同等の能
力を有することが、経歴から明らかであること

本要件におけるプロジェクトマネジメント及び統括責任に
ついて、左記の実績にて十分に担保出来ると考えている
ため。

また、今回使用を想定する弊社製品の導入業務におい
て50人以上規模のプロジェクトは基本的に存在しないた
め。

無
府省共通システムで大規模プロジェクトであり、受注者に相応のスキルが必要と
考えているため、変更いたしません。

51

調達仕様書 33 5 2 2 【５．２．２． 副総括責任者】
(1) 情報処理業務の経験年数を 15 年以上有すること。
(2) 政府情報システムの開発、保守及び運用管理において、プロジェクト管理経験
を 5 年以上有すること。
(3)プロジェクト・マネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェクトマネジメントプロ
フェッショナル（ＰＭＰ）試験又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われ
る情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者と同等の資格
を有すること。

以下の文言に変更をご検討いただけないか。

(1) 情報処理業務の経験年数を １0 年以上有すること。
(2) 使用する製品を用いた開発、保守及び運用管理におい
て、プロジェクト管理経験を５年以上有すること
(3)プロジェクト・マネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェク
トマネジメントプロフェッショナル（ＰＭＰ）試験又はプロジェクト
マネジメントプロフェッショナル試験(PMP)の合格者と同等の能
力を有することが、経歴から明らかであること

本要件におけるプロジェクトマネジメント及び統括責任に
ついて、左記の実績にて十分に担保出来ると考えている
ため。

また、今回仕様を想定する弊社製品の導入業務におい
て50人以上規模のプロジェクトは基本的に存在しないた
め。

無 項番44と同様

52

調達仕様書 34 5 2 3 【５．２．３． 特定作業要員】
(5) 特定作業要員の１名以上は、ＷｅｂアプリケーションにおけるＵＩ・ＵＸデザインの
経験又は ＵＩ・ＵＸデザインを主導した経験があること。

要件の削除を検討いただけないか。 弊社製品は、製品開発時にUI・UXデザインの専門要員と
共に標準画面の設計等を実施済みであり、本案件にて
改めてアサインする必要性が薄いため。 無 項番44と同様

53

調達仕様書 34 5 2 3 【５．２．３． 特定作業要員】
(9) 公会計諸法令に係る実績・知見を有すること。具体的には、国の会計に関する
システム業務での実績を示すこと。

以下の文言に変更をご検討いただけないか。

(9) 公会計諸法令に係る実績・知見を有することが望ましい。
具体的には、国の会計に関するシステム業務での実績を示す
こと。

求められている仕様を満たすための開発行為において、
必ずしも必須で必要な要員とは考えていないため。

無 項番44と同様

54

調達仕様書 34 5 3 【５．３． 作業場所】
(6)
運用室は、部外者が入室できないよう専用のスペースとすること。
(7)
運用室には監視カメラを設置し、１年間映像記録を保管すること。
(8)
運用室では、以下のような入退室の記録を取得し、１年間保管すること。
・個人識別機能（暗証番号、ＩＣカード、生体認証等）
・アクセスの記録機能（アクセス者、日時、鍵等）
・扉の自動施錠、自動解錠機能

左記運用室の要件に準ずる以下を運用拠点として講じること
を条件として、運用室の設置免除をご検討いただけないか。

・運用拠点は、部外者が入館できないよう、ＩＣカードにより入
館管理を行うこと。
・運用拠点には監視カメラを設置し、１年間映像記録を保管す
ること。
・運用拠点では、以下のような入退室の記録を取得し、１年間
保管すること。
 -個人識別機能（暗証番号、ＩＣカード、生体認証等）
 -アクセスの記録機能（アクセス者、日時、鍵等）
 -扉の自動施錠、自動解錠機能
・入館者が電子媒体（ＰＣ、ＣＤ、ＤＶＤ、メモリカード、ＵＳＢメモ
リ等）を不正に持出・持込していないかチェックすること。

運用拠点に左記を講じていることで、情報漏洩や情報の
不正持ち出し等のリスクに対し、十分対応できると考えて
いるため。

無 項番44と同様

55
調達仕様書 13-15 4 5 2 【４．５．２． 機器等の搬入及び据付等】

運用拠点（東京都千代田区の九段第三合同庁舎内）に関する受託者の要件
貴省にて、運用開始できる状態を設けていただけないか。 受託者にて一式の環境用意を行う要件となっており、作

業開始できる状態にするまでのハードルが高いため。 無 相応の準備期間を設けているため、変更いたしません。

56

調達仕様書 29 4 17 1 【表 5 成果物一覧（想定）】
33：機器等導入計画書

運用拠点について貴省の責任にて運用開始できる状態を設
けていただける場合には、成果物一覧の「33：機器等導入計
画書」についても削除いただきたい。

貴省の責任にて、運用開始できる状態を設けていただけ
る場合には不要なため。

無 項番44と同様

57

調達仕様書 32-33 5 2 1 【５．２．１． 総括責任者】および【５．２．２． 副総括責任者】における以下の資格要
件
(4)本システムで利用するクラウドサービス上での情報システムの構築及び運用の
経験を有すること。

以下文言に変更いただけないか。
(4)本システムで利用するクラウドサービスド上での情報システ
ムの構築及び運用の経験を有することが望ましい。

統括責任者及び副責任者はプロジェクトマネジメントスキ
ルが重要であり、特定技術に関する理解・経験は作業要
員が必要なスキルと考えるため。 有

ご意見を踏まえ、以下のとおり文言を修正しました。
【修正文】
本システムで利用するクラウドサービス又はガバメントクラウドで採用されている
クラウドサービス上での情報システムの構築及び運用の経験を有すること。

58

別添１　要件定
義書

20

3 2 1 ３．２．１ システムの構成に関する全体の方針
製品の選定に当たっては、本システムに求められる要件への対応を重視すること。
特に職員認証サービスにおける官庁の組織体系と、国の会計業務に関して付与さ
れる会計機関権限の併存に留意し、ＴＣＯ  の最小化や安定運用を図るとともに、
保守経費の肥大化を防止する。
表9　３ ソフトウェアの活用方針

製品の選定に当たっては、（略）保守経費の肥大化を防止す
る。SaaS製品を利用する場合、提案者は、標準機能での対応
可能範囲とカスタマイズ必要範囲を明確化し、カスタマイズに
伴う初期開発費用および年間保守費用（製品バージョンアップ
時の動作検証・修正を含む）を含めた運用開始後5年間の総
所有コスト（TCO）を提案書に記載すること。また、マネージド
サービス活用での構築と比較したコスト比較を示すことが望ま
しい。

SaaS製品は一般的な業務プロセスを想定した標準機能
を提供しますが、本システムのような特殊な要件に対応
するには大規模なカスタマイズが必要となる場合があり
ます。カスタマイズを行うと、SaaS製品の主なメリットであ
る「迅速な導入」「低い初期コスト」「自動アップデート」が
失われます。特に、製品のバージョンアップごとにカスタ
マイズ部分の動作検証と修正が必要となり、保守費用が
継続的に発生します。カスタマイズに伴う長期的なコスト
を事前に把握することで、予算管理の精度が向上し、現
行システムで課題となった保守費用の肥大化を防止する
調達が実現できると考えます。

無
当記載の趣旨は原文に記載のとおりとなり、個別製品に関する限定的な記載は
想定していないため、修正はいたしません。

59

別添１　要件定
義書

28

3 8 ３．８ 中立性に関する事項
(記載なし)

（6）将来的なシステム移行を想定し、以下を満たすこと。
① データのエクスポート
• 全データを標準的な形式（CSV、JSON、XML等）で、 件数の
制限なくエクスポート可能な機能を提供すること
• 添付ファイルも含め、完全なデータ抽出が可能なこと
② ワークフロー定義のエクスポート
• 決裁ワークフロー定義を標準的な形式でエクスポート可能な
機能を提供すること
③ インフラ構成の再現性
• Infrastructure as Code（IaC）により、インフラ構成を再現可能
な形式で管理すること

データポータビリティを確保することで、将来的なシステ
ム移行の検討に機動的に対応できると考えます。本シス
テムは大規模なトランザクションを扱うため、データエク
スポート機能に件数制限があると、システム移行の障害
となるリスクがあります。件数制限のない完全なデータエ
クスポートを要件化することで、将来的な選択肢を確保
できると考えます。

無
要件定義書「3.14.7 他のクラウドサービス等へのデータ移行」にて当該事項は記
載している認識です。

60

調達仕様書 2 1 3 １．３． 調達目的及び調達の期待する効果
また、クラウドサービス等の変更に伴い生じうるシステム品質の低下やコスト増のリ
スクを回避し、安定性と経済性を確保する効果が期待される。

本システムをガバメントクラウドへ移行する役務であることか
ら、アプリケーションのアーキテクチャは変えない方が良い
か。

クラウドサービス等＝「本システム稼働のために必要に
応じて提供するソフトウェア等」と読み替えるため、本理
解で良いか。

無
システム品質の低下やコスト増のリスクを回避できるのであれば、アプリケーショ
ンのアーキテクチャの変更を拒むものではありません。



61

調達仕様書 3 1 6 １．６． 作業スケジュール
2027年度4月　▲提供開始

構築期間を確保するため「▲提供開始」時期を4月より前にす
ることは可能か。可能であれば最速いつになるか。 無

ガバメントクラウドの提供時期につきましては、現時点において前倒しの予定は
ありません。つきましては、仕様書記載のとおり2027年4月からの提供開始を前
提とした提案のご提出をお願いいたします。

62
調達仕様書 3 1 6 １．６． 作業スケジュール

図2 本件特定役務のスケジュール（想定）の項番8
項番8の保守管理事業者への引継ぎは役務の作業範囲とな
るが、次期業者への引継ぎはいつから可能か。 無

現時点で保守管理事業者の調達時期は明確にできないため、詳細については契
約締結後に判明次第、お伝えさせていただきます。

63

調達仕様書 9 4 4 1 ４．４．１． 基本的な要件
(9)特定クラウドベンダー固有の機能に依存しない設計とし、将来的なクラウド環境
変更を可能とする構成とすること。

特定クラウドベンダー固有の機能とは、SaaSで提供されている
サービスがあげられるが、認識に相違ないか。 無 相違ありません。

64

調達仕様書 11 4 4 2 ４．４．２． 基本設計
(5) 外部システムとのインタフェース基本設計（故障時の運用設計を含む）を行うこ
と。

仕様明確化のため修正案を示します。
(5) ELGAと連携済みの外部システムや今後、連携予定で調整
を開始している外部システムとのインタフェース仕様や接続条
件に影響が出ないよう設計を考慮すること。
やむを得ず変更する場合は、財務省が行う外部システムとの
調整作業を支援すること。

外部システム側への影響を最小限にするため、必要と考
える。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。

65

調達仕様書 11 4 4 3 ４．４．３． 詳細設計
(3) 外部システムとのインタフェース詳細設計（故障時の運用設計を含む）を行うこ
と。

仕様明確化のため修正案を示します。
(3)ELGAと連携済みの外部システムや今後、連携予定で調整
を開始している外部システムとのインタフェース仕様や接続条
件に影響が出ないよう設計を考慮すること。
やむを得ず変更する場合は、財務省が行う外部システムとの
調整作業を支援すること。

外部システム側への影響を最小限にするため、必要と考
える。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。
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調達仕様書 18 4 9 ４．９． 引継ぎ
受託者は、本件特定役務の契約終了後に本システムの保守管理業務を行う供給
者への引継ぎの実施に当たって、財務省と協議の上、引継ぎ事項（情報セキュリ
ティ対策に関する事項を含む）、スケジュール、手順、資料、対象者の修得状況を
確認するための確認要領、完了条件を事前に整理し財務省に報告すること。また、
引継ぎ完了後は、引継ぎ計画・結果報告書を作成し、財務省の承認を得ること。

「本件特定役務の契約終了後に本システムの保守管理業務
を行う供給者への引継ぎ」という表現は令和10年4月以降の保
守管理業務供給者への引継ぎという理解でよいか。それとも、
本件特定役務の「本システムへの切替後から契約期間中にお
ける保守管理業務」への引継ぎを意図しているか。

「本件特定役務の契約終了後に引継ぎ」とも読めるた
め、契約終了前に本特定役務として実施と明確に記載が
必要と考える。

無 項番62と同様

67

調達仕様書 19 4 10 1 ４．１０．１． 教育訓練計画・実施報告書の作成
現在稼働中の本システムから大幅な変更が生じる場合は、財務省と協議の上で教
育訓練を実施すること。教育訓練の実施に当たっては、教育訓練実施体制、役割、
スケジュール、教育訓練環境、教育訓練方法等を事前に整理し財務省に報告する
こと。また、教育訓練実施後は、教育訓練実施計画・実施報告書を作成し、財務省
の承認を得ること。
なお、教育訓練実施計画・実施報告書には、習熟度を確認するためのアンケート調
査等の結果、受講者から寄せられた質問内容や回答内容を含むこと。

大幅な変更の程度を伺いたい。
例）画面等のレイアウトが変更になった。操作フローが変わる
など。

大幅な変更が不明確のため。

無
お見込みのとおり、画面レイアウト変更等によりUI・UXが変更となる場合を想定し
ております。
なお、詳細は受託後に適宜財務省と協議の上決定といたします。

68

調達仕様書 19 4 11 1 ４．１１．１． 運用・保守計画
(1) 運用・保守計画書の記載内容
運用・保守計画書には、作業概要、作業体制、スケジュール、モニタリングすべき
データ・リソース、使用する運用監視機能・ツール、各作業の完了条件、成果物、運
用・保守形態、運用・保守環境、管理対象、サービスレベル、運用・保守を行う上で
の前提条件や制約条件等について記載すること。

本件特定役務では運用保守は6か月間となるが、令和10年4
月以降の5年間を見据えた運用保守計画とし、それと同等の
作業を本運用期間で実施すること。に修正してはどうか。

将来の運用期間を見据えた運用保守計画であることを
明確に記載すべきと考える。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。

69

調達仕様書 28 4 17 1 ４．１７．１． 成果物一覧
契約満了日
なお、具体的な日付は、受託後、財務省と協議の上決定する。

保守に係る成果物も契約満了日（2028年3月）の納入期限と
なっているが、運用手順書など運用保守に必要なものである
ため「運用保守開始前」としたい。

運用保守開始前に必要なドキュメントと思われるため。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。

70

調達仕様書 41 8 1 1 ８ 入札参加資格に関する事項
８．１．１． 公的な資格や認証等の取得
(1) 資格・認証要件
・品質ＩＳＯ９００１又はＪＩＳ Ｑ ９００１
・環境ＩＳＯ１４００１又はＪＩＳ Ｑ １４００１
・情報セキュリティＪＩＳ Ｑ ２７００１、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１
・プライバシーマーク制度の認定

左記に加えてサービス開発、管理における以下もITシステム
構築の上で有用な資格と考える。
・ITサービスマネジメントシステム ISO/IEC20000（ITSMS）
組織が提供するITサービスの内容やリスクを明確にし、サー
ビスの継続的な管理、高い効率性、継続的改善を実現するた
めの枠組みを示した国際規格で本業務に有用と考える。

・能力成熟度モデル統合 CMMI-DEV レベル3以上
ISACAが提供する製品・サービス開発組織向けの最新の能力
成熟度モデル統合。プロジェクト管理、エンジニアリング、プロ
セス管理のベストプラクティスを統合し、組織のパフォーマン
ス、品質、生産性を向上するため、本業務に有用と考える。

有

当意見を踏まえ、以下のとおり修正いたします。

【修正(案)】
①　応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たす
こと。

 ・品質マネジメントシステムの規格である「ＪＩＳ Ｑ ９００１」又は「ＩＳＯ９００１」の認
定を、業務を遂行する組織が有していること。

 ・開発プロセスの成熟度に関する認定として、「ＣＭＭＩ―ＤＥＶ レベル3以上」の認
定又はこれと同等の品質管理手順及び体制を、業務を遂行する組織が有してい
ること。
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別添１　要件定義 33 3 10 7 ３．１０．７ ソフトウェアに関する脆弱性対策
(2) 運用開始後に新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報シ
ステムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を行う更新を行う方法（手順
等）を備えること。

誤記と思われるため以下に修正案を示す。
(2) 運用開始後に新たに発見される脆弱性を悪用した不正を
防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハー
ドウェアの更新を行う方法（手順等）を備えること。

誤記と思われるため。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。
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別添１　要件定義37、38 3 11 1
4

３．１１．１クラウドサービス構成
３．１１．4ネットワーク構成
図７　クラウドサービス構成（想定）及び
図８　ネットワーク構成概要図の記載について

運用拠点からの接続において、図７ではインターネット経由と
だけ読み取れるが、図８では運用拠点接続用回線と記載され
ているが、どちらが正しいか。

記載を統一した方が良いため。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。
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別添１　要件定義 38 3 11 5 ３．１１．５ 施設・設備要件
ＧＳＳ Ｇ－Ｎｅｔとシステム稼働環境との間を閉域接続する必要があり、ＧＳＳ Ｇ－Ｎ
ｅｔとの接続に必要となる物理機器を設置するため、ハウジングスペースを提供する
こと

仕様書４．５．６回線等の配線工事に、以下記載があるたため
以下の理解で良いか。

仕様書案４．５．６． 回線等の配線工事
ガバメントクラウドを利用する場合は、ＧＳＳ Ｇ－Ｎｅｔはガバメ
ントクラウドに接続済であるため、追加の物理工事は不要であ
る。ただし、利用に当たり、デジタル庁と財務省の調整を支援
し、閉域網設定や認証方式、帯域要件を設計書に記載するこ
と。

記載を統一した方が良いため。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。
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別添１　要件定義 47 3 17 2 ３．１７．２ 定常時運用業務
(2) 情報システム維持作業
定常時におけるバックアップの要件を以下に示す。
バックアップデータは、災害発生時等に備え、クラウドサービスに保管できること。ま
た、システム監査や統計上必要なものは、長期保管データとして、クラウドサービス
に長期間保管できること。

災害発生時等に備えは、別リージョン等での保管をさしている
ことで良いか。

無
要件は記載のとおりとなります。なお、有事に対する具体的な対応は別途、提案
等にてご記載頂ければと思います。
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別添２　会計業
務電子決裁基
盤・証拠書類
管理システム
のクラウド移行
に係る設計等
業務（保守管
理業務に関す
る特定役務）

4 - 表１ 定常時運用業務
2 消耗品の補充
プリンタの消耗品（用紙、トナー等）が不足している場合は、必要に応じて補充や交
換を行うこと。補充後は、動作、印字状態等を確認すること。
また、消耗品の使用実績等は、保守管理業務供給者が管理すること。具体的な管
理方法等については、受託後、財務省と調整し作業計画書及び作業実施要領に定
めること。

３．２．４ 機器等の設置方針　にはプリンタの記載無いため、
本役務も不要と考える。

有 当意見を踏まえ、修正いたします。


